
資料２-3（参考）

市町村地域福祉計画における他都市の評価実施状況について

番号 項目 仙台市 札幌市 千葉市 横浜市 川崎市 静岡市 京都市

令和４年～令和８年

毎年当課から各所管課あて、事

業の自己評価依頼を行い、とり

まとめ結果を地域福祉専門分

科会（当課所管）に議事とし

て提出し、審議いただいている。

会議終了後、資料や議事録等

をHPで公開。

無

令和６年～令和８年令和6年度～令和11年度

4
(上記３で「あり」で回答した場合のみ)中

間評価の実施方法

各事業の連携先や事業との関り

がある団体や組織にアンケートや

ヒアリングを実施。重点事業を中

心に約30の事業についてのみ実

施。

第5期計画より、取組と目指す

姿の関係を明確にし、関係者間

でのコミュニケーションを促進する

ことを目的に、ロジックモデルを活

用した評価を実施。地域や関係

機関・支援機関がどのような取

組をどれくらい実施できたかという

観点から定量データと定性データ

で把握し、地域や関係機関・支

援機関の取組や課題について、

区役所等を対象としたヒアリング

等により情報収集予定。

有

毎年、各事業の所管課及び札

幌市社会福祉協議会に対し、

前年度の事業実績及び当年度

の実施予定等に関する調査を

行い進捗状況を把握。取りまと

め結果を審議会で報告し、審議

結果をHPで公開。

無3
計画期間中における中間評価の実施の

有無について
有

上記の内容を、2026（令和

８）年度に実施し、計画期間

後半の取組方策に反映予定。

毎年各事業所管課が事業の自

己評価を行い、とりまとめ結果を

市社会福祉審議会(地域福祉

専門分科会)に議事として提

出。その意見や評価結果をHP

で公開。

(現在進行中の)計画期間について1

計画の管理及び評価の方法について2

令和３年度～令和８年度

地域福祉計画の実施計画を前

期・後期に分けており、中間評

価として実施計画の見直し、前

期実施計画の評価を踏まえた

後期実施計画の策定を実施し

ている。

令和6年～令和10年

指針に密接に関連する各分野

の取組実績や地域における各

種活動の件数等の指標を参考

に、各分野で実勢されるアンケー

ト調査の結果等も活用しなが

ら、京都市社会福祉審議会

地域福祉専門分科会におい

て、定期的に進捗状況の点検・

評価を行う。

有

中間評価という位置づけではな

く、定期的に社会福祉審議会

地域福祉専門分科会において

進捗状況の評価を行っている。

令和６年～令和８年

各事業所管課に対し、事業の

実施評価依頼を行い、その結果

を市の社会福祉審議会（地域

福祉専門分科会）に諮って決

定。評価結果は特に公表してい

ない。

無

令和５年度～令和12年度

毎年各事業所管課が事業の自

己評価を行い、とりまとめ結果を

市健康福祉審議会地域福祉

専門分科会に議事として提出。

各事業所管課に専門分科会か

らの意見のフィードバックを実施し

ている。

有

【千葉市】※参考※
本市では、新型コロナウイルス感染症の影響（５類移行
含む）を踏まえ、当初計画策定時の内容について、令和
５年度に見直しを実施しました。
それに伴い、成果指標や掲載事業内容を更新しておりま
す。



資料２-3（参考）

市町村地域福祉計画における他都市の評価実施状況について

番号 項目 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 熊本市

令和６年度～令和８年度

年２回（５月・１１月頃）、

各事業所管課が事業の自己評

価を行ったものを計画担当課に

て取りまとめ、進捗管理を行って

いる。また、大阪市社会福祉審

議会（地域福祉専門分科会

及び地域福祉基本計画策定・

推進部会）に議事として提出

し、ご意見をいただき、評価して

いる。議事についてはHPで公

開。

無

令和３年～令和７年

毎年、各事業所管課が事業の

進捗と実績の報告を行うととも

に、計画所管課が一部の事業

について、事業を実施している団

体や組織等にヒアリングを実施し

て質的評価案を作成し、とりまと

め結果を市民福祉調査委員会

（計画策定・検証会議）に議

題として提出。その意見や評価

結果をHPで公開。

無

令和2年度～令和7年度

堺市地域福祉計画推進懇話

会及び堺市社会福祉審議会

地域福祉専門分科会（年1～

2回開催）にて事業の取組状

況について報告し、意見等をHP

上で公開している。

無

令和6年度～令和１０年度

毎年度、計画の関連事業所管

課に事業の進捗状況に係る照

会（前年度の実績及び本年度

の取組予定）を行い、取組状

況等について確認している。照

会結果については、市社会福祉

審議会等において、毎年度の報

告は行っていない（次期計画策

定時に、市社会福祉審議会に

おいて、各事業の取組状況等を

報告している。）。

無

令和6年～令和8年

各種団体代表や学識経験者

等で構成する保健福祉政策審

議会において、毎年度、管理、

評価を行うとともに、市議会に報

告している。

無

4
(上記３で「あり」で回答した場合のみ)中

間評価の実施方法

令和2年～令和6年

市の各事業関係課・市社協に

おいて、主要事業の評価を行

う。その結果を市社会福祉審議

会（全体会）において報告を

行い、報告資料・議事録などを

HPで公開。

無

1 (現在進行中の)計画期間について

2 計画の管理及び評価の方法について

3
計画期間中における中間評価の実施の

有無について

令和３年～令和７年

社会福祉審議会（地域支援

専門分科会）において、計画の

進捗状況を把握し、評価を行

う。その審議内容をHPで公開。

無

現計画ではコロナ禍等の状況も踏
まえ中間評価のようなものは実施
しませんでしたが、次期計画にお
いては必要性があれば実施も検討
する。


